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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 200,000,000

計 200,000,000

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（2023年３月31日）

提出日現在発行数
（株）

（2023年６月23日）

上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式 82,500,000 82,500,000
東京証券取引所

プライム市場
単元株式数　100株

計 82,500,000 82,500,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

 

②【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

2019年３月29日

（注１）
△700,000 29,300,000 － 5,000 － 1,250

2020年３月31日

（注１）
△300,000 29,000,000 － 5,000 － 1,250

2021年３月31日

（注１）
△400,000 28,600,000 － 5,000 － 1,250

2022年３月31日

（注１）
△500,000 28,100,000 － 5,000 － 1,250

2023年７月１日

（注２）
56,200,000 84,300,000 － 5,000 － 1,250

2023年３月31日

（注１）
△1,800,000 82,500,000 － 5,000 － 1,250

（注）１　自己株式の消却による減少であります。

２　株式分割（１：３）によるものであります。
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（注）１　グッドハート　パートナーズ　エルエルピー（Goodhart Partners LLP）から2022年３月31日付で大量保有

報告書の変更報告書の提出があり、投資運用契約に基づく運用を目的として、2022年３月24日付で以下の株

式を所有している旨の報告を受けております。

しかしながら、当社として議決権行使基準日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記の大

株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。また、当社は2022年７月１日付で

普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っておりますが、保有株券等の数につきましては株式分割前

の株式数を記載しております。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
（千株）

株券等保有割合
（％）

グッドハート　パートナーズ　エルエル

ピー

（Goodhart Partners LLP）

英国、WC2R 0LT ロンドン、ストランド

393、クイーンズランド　ハウス
1,747 6.11

 

２　三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社から2022年11月７日付で大量保有報告書の提出があり、

投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会

社、及び日興アセットマネジメント株式会社の２者による共同保有形態により、2022年10月31日付で以下の

株式を所有している旨の報告を受けております。

しかしながら、当社として議決権行使基準日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記の大

株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
（千株）

株券等保有割合
（％）

三井住友トラスト・アセットマネジメン
ト株式会社

東京都港区芝公園一丁目１番１号 2,910 3.45

日興アセットマネジメント株式会社 東京都港区赤坂九丁目７番１号 1,403 1.67

計 － 4,314 5.12

 

３　日本生命保険相互会社から2023年４月７日付で大量保有報告書の提出があり、純投資、及び証券投資信託委

託契約、投資一任契約に基づく有価証券投資を目的として、日本生命保険相互会社、及びニッセイアセット

マネジメント株式会社の２者による共同保有形態により、2023年３月31日付で以下の株式を所有している旨

の報告を受けております。

しかしながら、当社として議決権行使基準日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記の大

株主の状況には2023年３月末日付の株主名簿を基に記載しております。

なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
（千株）

株券等保有割合
（％）

日本生命保険相互会社 大阪府大阪市中央区今橋三丁目５番12号 3,341 4.05

ニッセイアセットマネジメント株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 786 0.95

計 － 4,128 5.00

 

４　上記のほか、当社保有の自己株式4,078千株（4.94％）があります。
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

　以下の項目の一部については、連結会社の状況を記載しています。なお、当記載内容は特段の記述がない限り、本

有価証券報告書提出日（2023年６月23日）現在のものです。

 

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは、経営理念に立脚した目指すべき姿に明記した５つの価値の持続的な向上を図るため、不断の

努力により、当社グループに相応しい経営の監督と業務執行のバランスを追求すると共に、社会倫理に反するこ

となく健全・透明・公正で、かつ迅速・果断な意思決定を行う体制の整備等、コーポレートガバナンスの充実に

取り組みます。

 

○メイテックグループの経営理念：『共生と繁栄』

○メイテックグループのコーポレート・スローガン：『人と技術で次代を拓く』

○メイテックグループの「目指すべき姿」

私たちメイテックグループは、全社員がつながり合い、エンジニア価値を起点として、５つの価値を持続的に向

上させます。

１）エンジニア価値

豊かな「エンジニア人生」を目指すすべてのエンジニアに対して、最適な「機会と場」を提供し続けます

２）社員価値

「自立と支え合い」に共感し、プロフェッショナルとして成長し続ける社員に対して、最適な「機会と場」を

提供し続けます

３）顧客価値

すべてのお客さまから信頼されるベストパートナーを目指し、最適な「人と技術」のサービスを提供し続けま

す

４）株主価値

持続的な価値向上に基づく「健全な利益」を創出し、中長期的に株主還元を最大化します

５）社会価値

生涯プロエンジニアという働き方の確立を通じて、日本に「プロフェッショナルな労働市場」を創り出す先駆

者であり続けます

 

②　コーポレートガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由

イ　コーポレート・ガバナンスの体制の概要

　当社は、企業価値の向上を図るため、監査役設置会社の形態を基礎として、独立性を有する社外取締役・社

外監査役の選任による監督・監査の強化や執行役員制度の採用による迅速かつ適正な意思決定を図り、実効性

のあるコーポレート・ガバナンス体制を以下の通り構築しています。

(a）取締役・取締役会

　構成員：國分秀世、上村正人、山口陽（社外取締役）、横江公美（社外取締役）

　当社の取締役会は取締役４名（うち社外取締役２名）［男性３名、女性１名］で構成されています。原則

として月１回開催し、当社グループの重要な業務執行の決定、取締役の職務執行の監督を行っており、社外

取締役及び社外監査役の客観的、中立的な視点を通じて、適正な経営の意思決定及び監督の強化を図ってい

ます。また、当社は執行役員制度を採用し、COO（最高業務執行責任者）１名及び執行役員14名［男性13

名、女性２名］を任用しており、取締役会より授権された内容について、迅速かつ適正な意思決定を図って

います。

 

(b）監査役・監査役会

　構成員：植松正年（社外監査役）、國部徹（社外監査役）、山口光信（社外監査役）

　当社の監査役会は、社外監査役３名（うち常勤社外監査役１名）［男性３名］で構成されています。原則

として月１回開催し、監査役会監査計画の決定、各監査役の監査状況の報告、助言・勧告すべき事項の協議

等を行っています。また、各監査役は、監査役会が定めた監査役監査規程、監査計画等に従い、取締役会へ

の出席や業務及び財産の状況の調査等を通じ、取締役の職務執行の監査を行っています。
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３）損失の危険（リスク）の管理に関する規程その他の体制

　当社は、リスク管理規程に基づき、事業遂行から生じる損失の危険（リスク）を平時より網羅的・体系

的に収集し、その動向を的確にモニタリングするとともに、そのリスクの軽重に応じた適時適切な対策を

講じる他、現実のものとして顕在化した時点では迅速な対応により影響を最小化し、早期復旧を実現でき

る態勢を整備し、継続して経営の安全性の維持・向上に努める。

 

４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　当社は、各取締役が適切に職務を分担し、社内規程等に則った権限委譲を行うことで意思決定の迅速化

を図るとともに、事業計画等を策定し明確な目標を定め、それに基づく適切な業務運営や進捗管理を実施

し、必要に応じて目標を見直す。

 

５）使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、経営理念、メイテックグループ社員行動憲章、社員行動規範等を制定し、役職員が、法令、定

款及び社内規程等を遵守し、公正かつ理性ある行動を実践するよう、意識醸成のための取り組みを継続的

に実施する。

また、通報者の人事上の保護等を講じたメイテックグループ・ヘルプライン制度の設置及び周知を通じ

て、使用人の職務の執行にかかる不正行為等の早期発見、是正に努める。

 

６）当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　当社は、子会社が自主独立の精神をもって事業の発展を図ることを尊重しつつ、経営理念及びメイテッ

クグループ社員行動憲章を共有し、子会社の設立目的や事業特性、規模等に応じた機関設計を行うととも

に、全子会社に当社の取締役又は使用人を配し、子会社の業務の執行を適正に管理監督することにより、

当社グループ全体の企業価値の最大化を図る。

また、当社は、子会社管理に関する規程を定め、当社内にグループ会社管理担当部署（以下、グループ

会社管理部署）を設置するとともに、子会社の取締役等の業務執行にかかる重要事項を定期的に当社に報

告する体制を整備する。

　なお、子会社の損失の危険（リスク）の管理に関する規程その他の体制の整備、子会社の取締役等の職

務の執行が効率的に行われることを確保するための体制、子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法

令及び定款に適合することを確保するための体制については、上記３）乃至５）を基本方針として、各子

会社に対し、それぞれの事業特性や規模等に応じた相応しい体制の整備を求めるとともに、その整備状況

について定期的に報告を受け、必要に応じてその改善を求めるものとする。

 

７）監査役の職務を補助する使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、及び当

該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　当社は、監査役の監査の実効性を高めるため、業務執行機能から独立した専属の使用人で構成される監

査役室を設置する。

　監査役の職務を補助すべき専属の使用人に係る人事評価・異動については、監査役の意向を最大限尊重

するため、監査役の同意の下に行い、当該使用人に対する指揮命令は監査役が行う。

 

８）監査役への報告に関する体制

(a) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制

　　当社は、取締役及び使用人が監査役に対して適切に報告する体制を整備するとともに、監査役に、取

締役会の他、全ての会議への参加権限を付与し、かつ、意思決定や業務執行に係る重要な情報を開示す

る。

(b) 子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をする

ための体制

　　当社は、子会社にて発生した事項について、グループ会社管理部署を通じて、子会社の取締役及び使

用人から当社監査役に対して報告する体制を整備するとともに、子会社の取締役及び使用人に対して、

当社監査役が企業集団の業務の適正を確保するために必要と判断した事項について直接報告等を求めら

れた場合は、当該要請に応じることを義務付ける。

　　また、子会社監査役は、当社監査役と定期的に会合を持ち、子会社の状況等を適時適切に当社監査役

に報告する。
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　ただし、株主価値と社会価値の持続的な向上、経営を担う人材の育成、当社の事業形態における革新的促

進、および役員向けトレーニングについては、改善の必要性が示され、これらの課題に対して引き続き取り組

むことが議論されました。

４）実効性向上に向けた今後の取り組み

　今回の実効性評価結果及びその過程で各取締役から出された多様な意見を考慮し、取締役会の実効性をさら

に向上させる取り組みを進めてまいります。
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②　社外取締役及び社外監査役

イ　社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

　当社では、社外取締役２名と社外監査役３名を選任しています。

　当社と社外取締役山口陽、横江公美の２名、並びに社外監査役國部徹、山口光信の２名との間に記載すべき

関係はありません。また、社外監査役植松正年は、「①役員一覧」に記載のとおり、当社株式を保有しており

ますが、その他当社との間に記載すべき関係はありません。

 

ロ　社外取締役及び社外監査役が当社のコーポレートガバナンスにおいて果たす機能及び役割

　社外取締役及び社外監査役には、「社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループからの

独立性に関する基準」を満たした上で、「財務・会計・法務・税務・人事・ＩＴなどの専門分野に関する知

見」、「企業経営の経験」、または「当社事業に関する豊富な経験や専門的知見」を活かし、客観・中立の立

場で一般株主の利益保護を踏まえた行動を期待しています。

　さらに、社外取締役２名は、精神的独立性を有し、忌憚のない質問をし又は意見を述べ、適切な議決権行使

を行っていただくと共に、前述の「役員人事諮問委員会」の議長の役割を担っていただくことにより、取締役

会の適正な意思決定及び監督の実効性の向上を図れるものと考えています。

　また、社外監査役３名は、「その独立性、選任された理由等を踏まえ、中立の立場から客観的に監査意見を

表明することが特に期待されていることを認識し、代表取締役及び取締役会に対して忌憚のない質問をし又は

意見を述べる」と当社監査役監査規程で定めており、その定めに従い、各社外監査役は取締役会や代表取締役

との定期会合の席上等において積極的な意見表明を行っています。

 

ハ　社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容

　当社は取締役会において「社外取締役又は社外監査役を選任するためのメイテックグループからの独立性に

関する基準」を定めております。

　同基準は、当社ウェブサイトに掲載しています。

https://www.meitec.co.jp/company/principal/governance.html
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（３）【監査の状況】

①　監査役監査の状況

組織・人員

　当社の監査役会は、財務及び会計の知見を有する監査役を含む、当社とは特別の利害関係がない３名の社外

監査役（うち常勤社外監査役１名）で構成しております。また、その活動を支える組織として業務執行機能か

ら独立した専属の使用人で構成される監査役室を設置し、監査役監査が実効的に行われるための体制を整備し

ています。

 

監査役会の活動状況

　監査役会は、原則として月１回開催しており、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受ける

ほか、取締役等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて助言、提言等を行っています。

　監査役会における具体的な検討内容は、監査の方針・監査計画の策定、監査報告の作成、会計監査人の評価

及び再任・不再任、会計監査人の報酬に対する同意等です。

　また、当事業年度は「持株会社体制、監査等委員会設置会社への移行検討の進捗状況」「中期経営計画

“The Transformation”の進捗状況及び次期中期経営計画の策定状況」、「危機管理態勢の構築・運用状

況」、「コンプライアンス態勢の構築・運用状況」等を重点監査項目として取り組みました。

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響に対しては、監査役会は適宜Web会議システムを利用し開催しまし

た。

　当事業年度において、監査役会は13回開催されており、各監査役の出席状況は以下の通りです。

 

 氏　　名 出　席　状　況

　常勤社外監査役 植松　正年 13回　/　13回　（出席率　100%）

　非常勤社外監査役 深井　　慎 3回　/　 3回　（出席率　100%）

　非常勤社外監査役 國部　　徹 13回　/　13回　（出席率　100%）

　非常勤社外監査役 山口　光信 13回　/　13回　（出席率　100%）

※2022年６月21日開催の第49回定時株主総会終結の時をもって、非常勤社外監査役 深井慎氏は退任いたし

ました。

 

監査役の活動状況

　各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い取締役会その他重要な会議に出席し、取締

役から内部統制システムの構築・運用状況等について報告を受け、必要に応じて意見を表明しています。ま

た、会計監査人から職務が適切に行われるための体制の整備について説明を受け、その監査状況及び結果等に

ついて報告を受けるなどの監査を実施しています。

　監査上の主要な検討事項（KAM: Key Audit Matters）に関して、監査法人と協議を実施し、執行部門とも連

携の上、関連する情報開示の適切性・整合性等について確認しています。

　上記に加え、常勤社外監査役は、執行役員会への出席、業務執行取締役等との面談、重要な決裁書類等の閲

覧、本社及び主要な事業所における業務及び財産の状況調査、会計監査人の品質管理体制や監査の実施状況等

の監視及び検証等を行っています。新型コロナウイルス感染症拡大の影響に対しては、Web会議システムを活

用し監査聴取等を実施しました。監査の結果については、四半期ごとに監査役会に加え、取締役会に対しても

報告を実施しています。

　監査役と代表取締役は定期的な会合を年２回開催し、経営上の重要課題等について意見交換を行っていま

す。当会合には、監査役より社外取締役の任意出席を求め、連携の確保に努めています。また常勤社外監査役

は、代表取締役と適宜意思疎通を図るなど、相互認識と信頼関係を深めています。

　グループ各社の監査役も、当該企業の取締役会のほか、重要な会議へ参加する等により、実効性ある監査に

取り組んでいます。なお、常勤社外監査役は、グループ会社１社の監査役を兼務するとともに、他グループ会

社の取締役及び監査役等と意思疎通を図り、必要に応じて報告を受けています。
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（４）【役員の報酬等】

①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は取締役会において「取締役及び監査役の報酬等の額の算定方法・決定に関する方針」を決議しており

ます。

また、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、個別の固定報酬は本方針３(１)より

変更ないことを、本方針３(２)業績連動報酬の配分については、その決定プロセスについて、社外取締役を委

員長として代表取締役社長と各社外取締役から構成される役員人事諮問委員会にて適正である旨の評価を得て

いることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

「取締役及び監査役の報酬等の額の算定方法・決定に関する方針」は以下のとおりです。

 

「取締役及び監査役の報酬額等の算定方法・決定に関する方針」

 

１．決定方法

取締役及び監査役の報酬は、その合計額を2022年６月開催の第49回定時株主総会で可決された報酬総額の範囲

とし、取締役会決議で改廃される本方針に従って個別報酬額を決定する。

 

〈株主総会決議概要：取締役及び監査役の報酬額〉

年額で表示 固定報酬 業績連動報酬 報酬総額

取締役 220百万円以内
当期純利益（※）の2.5％以内の額、

かつ250百万円以内
470百万円以内

 うち社外取締役分 50百万円以内 （支給対象外） 50百万円以内

監査役 50百万円以内 （支給対象外） 50百万円以内

合計 270百万円以内 250百万円以内 520百万円以内

※ 連結損益計算書の親会社株主に帰属する当期純利益

 

２．役員報酬に関する考え

・2003年６月24日開催の第30回定時株主総会で可決された報酬制度の基本的な考え方を踏まえつつ、適時的確

に見直しを行う。

・報酬の算定方法や決定プロセスを明確化して開示する姿勢を従前と同様に継続する事により、経営の透明性

を高めてコーポレート・ガバナンスを強化し、さらなる企業価値の向上を図る。

・業務執行取締役の役員報酬の業績連動率を高め、株主との中長期的な利害の共有を強化するものとし、業務

執行取締役の役員報酬における業績連動報酬の割合については、全体は約５割、CEOは約６割を目安とす

る。

・社外取締役と監査役の独立性を保つため、業績連動報酬の支給対象外とする。

・2002年３月期に廃止した役員退職慰労金制度は採択しない。

 

３．具体的な役員報酬額

役員報酬総額＝（１）固定報酬＋（２）業績連動報酬〈（３）20％相当額の取り扱い〉

（１）個別の固定報酬

代表取締役社長

グループCEO、CEO兼COO
年額 28,800千円 （月額2,400千円）

取締役副社長 年額 24,000千円 （月額2,000千円）

取締役 年額 19,200千円 （月額1,600千円）

社外取締役 年額 9,000千円 （月額750千円）

常勤監査役 年額 24,000千円 （月額2,000千円）

非常勤監査役 年額 7,800千円 （月額650千円）

 

（２）業績連動報酬

・総額は業績連動報酬を損金経理する前の「親会社株主に帰属する当期純利益」の2.5％以内の額とする。た

だし、年額250百万円を上限とする。

・支給対象は社外取締役及び監査役を除く取締役に限定する。
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(自　2021年４月１日
　至　2022年３月31日)

当連結会計年度
(自　2022年４月１日
　至　2023年３月31日)

売上高 ※１ 107,140 ※１ 119,069

売上原価 78,917 86,360

売上総利益 28,223 32,708

販売費及び一般管理費 ※２ 15,405 ※２ 16,245

営業利益 12,817 16,462

営業外収益   

受取利息 1 1

助成金収入 131 75

その他 10 13

営業外収益合計 144 89

営業外費用   

支払手数料 10 8

コミットメントフィー 2 2

その他 0 0

営業外費用合計 13 11

経常利益 12,948 16,540

特別損失   

減損損失 4 －

固定資産除却損 ※３ 0 ※３ 3

特別損失合計 5 3

税金等調整前当期純利益 12,942 16,537

法人税、住民税及び事業税 4,597 4,916

法人税等調整額 △895 △630

法人税等合計 3,701 4,285

当期純利益 9,240 12,252

親会社株主に帰属する当期純利益 9,240 12,252

 

【連結包括利益計算書】

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(自　2021年４月１日
　至　2022年３月31日)

当連結会計年度
(自　2022年４月１日
　至　2023年３月31日)

当期純利益 9,240 12,252

その他の包括利益   

退職給付に係る調整額 257 217

その他の包括利益合計 ※１ 257 ※１ 217

包括利益 9,498 12,469

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 9,498 12,469
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(自　2021年４月１日
　至　2022年３月31日)

当連結会計年度
(自　2022年４月１日
　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 12,942 16,537

減価償却費 550 411

減損損失 4 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △0

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 51 △57

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,059 1,093

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 717 711

受取利息及び受取配当金 △1 △1
助成金収入 △131 △75

固定資産除却損 0 3

売上債権の増減額（△は増加） △1,498 △1,255

棚卸資産の増減額（△は増加） △39 6

その他の流動資産の増減額（△は増加） △78 24

未払費用の増減額（△は減少） 465 495

未払消費税等の増減額（△は減少） 622 276

その他の流動負債の増減額（△は減少） 31 47

その他 156 102

小計 15,852 18,319

利息及び配当金の受取額 1 1

法人税等の支払額 △2,587 △5,588

法人税等の還付額 134 0

助成金の受取額 131 75

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,532 12,808

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △75 △130
無形固定資産の取得による支出 △122 △156
固定資産の除却による支出 △0 △0
投資その他の資産の増減額（△は増加） △72 △158

投資活動によるキャッシュ・フロー △270 △446

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △3,414 △4,209
配当金の支払額 △5,273 △6,830

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,688 △11,040

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,574 1,321

現金及び現金同等物の期首残高 45,132 49,706

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 49,706 ※１ 51,028
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（会計方針の変更）

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以下「時価算

定会計基準適用指針」という。）を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２項に定

める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用して

おります。

　当該会計方針の変更により連結財務諸表に与える影響はありません。

 

（未適用の会計基準等）

・「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日　企業会計基準委員会）

・「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号　2022年10月28日　企業会計基準委員会）

・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2022年10月28日　企業会計基準委員会）

 

（１）概要

2018年２月に企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等（以下「企業会計基準第28号

等」）が公表され、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針の企業会計基準委員会への移管が完

了されましたが、その審議の過程で、次の２つの論点について、企業会計基準第28号等の公表後に改めて検討を行

うこととされていたものが、審議され、公表されたものであります。

・税金費用の計上区分（その他の包括利益に対する課税）

・グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等（子会社株式又は関連会社株式）の売却に係る税効果

 

（２）適用予定日

2025年３月期の期首から適用します。

 

（３）当該会計基準等の適用による影響

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現

時点で評価中であります。
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（連結包括利益計算書関係）

※１　その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

 
前連結会計年度

（自　2021年４月１日
至　2022年３月31日）

当連結会計年度
（自　2022年４月１日
至　2023年３月31日）

退職給付に係る調整額：   

当期発生額 △2百万円 82百万円

組替調整額 380百万円 229百万円

税効果調整前 377百万円 312百万円

税効果額 △120百万円 △95百万円

退職給付に係る調整額 257百万円 217百万円

その他の包括利益合計 257百万円 217百万円

 

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

１. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度期首
株式数（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末株
式数（千株）

発行済株式     

普通株式（注）１ 28,600 － 500 28,100

合計 28,600 － 500 28,100

自己株式     

普通株式（注）２、３ 1,390 501 500 1,391

合計 1,390 501 500 1,391

 （注）１.普通株式の発行済株式総数の減少500千株は、定款授権に基づく取締役会決議による自己株式の消却による減

少500千株であります。

２.普通株式の自己株式数の増加501千株は、定款授権に基づく取締役会決議による自己株式の取得による増加500

千株、単元未満株式の買取請求による増加０千株であります。

３.普通株式の自己株式数の減少500千株は、定款授権に基づく取締役会決議による自己株式の消却による減少500

千株であります。

 

２. 新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

 

３. 配当に関する事項

（１）配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

2021年６月22日

定時株主総会
普通株式 3,142 115.50 2021年３月31日 2021年６月23日

2021年10月28日

取締役会
普通株式 2,135 78.50 2021年９月30日 2021年11月30日

 

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

(決議) 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり　
配当額（円）

基準日 効力発生日

2022年６月21日

定時株主総会
普通株式 3,712 利益剰余金 139.00 2022年３月31日 2022年６月22日
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、退職一時金制度（制度移行時の既得権保護のための移行補填措置を含みます。）と、確定拠出型年金制度

又は前払退職金制度の選択制度を設けております。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合がありま

す。

　連結子会社は、確定給付型の制度を設けている場合と、確定拠出型の制度を設けている場合とがあります。当連結

会計年度末現在、当社及び連結子会社のうち、確定給付型の制度については２社が有しており、また、確定拠出型の

制度については２社が有しております。

　なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給

額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

 

２．確定給付制度

(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表((2)に掲げられた簡便法を適用した制度を除く）

 
 
 

前連結会計年度
（自 2021年４月１日
至 2022年３月31日）

当連結会計年度
（自 2022年４月１日
至 2023年３月31日）

退職給付債務の期首残高 16,268百万円 16,605百万円

勤務費用 1,064百万円 1,097百万円

利息費用 10百万円 30百万円

数理計算上の差異の発生額 3百万円 △ 92百万円

退職給付の支払額 △ 741百万円 △ 638百万円

退職給付債務の期末残高 16,605百万円 17,002百万円

 

(2）簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

 
 
 

前連結会計年度
（自 2021年４月１日
至 2022年３月31日）

当連結会計年度
（自 2022年４月１日
至 2023年３月31日）

退職給付に係る負債の期首残高 25百万円 28百万円

退職給付費用 2百万円 3百万円

退職給付の支払額 △ 0百万円 △ 1百万円

退職給付に係る負債の期末残高 28百万円 29百万円

 

(3）退職給付債務と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表

 
 
 

前連結会計年度
  （2022年３月31日）

当連結会計年度
  （2023年３月31日）

非積立型制度の退職給付債務 16,633百万円 17,032百万円

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 16,633百万円 17,032百万円

   

退職給付に係る負債 16,633百万円 17,032百万円

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 16,633百万円 17,032百万円

（注）簡便法を適用した制度を含んでおります。

 

(4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

 
 
 

前連結会計年度
（自 2021年４月１日
至 2022年３月31日）

当連結会計年度
（自 2022年４月１日
至 2023年３月31日）

勤務費用 1,064百万円 1,097百万円

利息費用 10百万円 30百万円

数理計算上の差異の費用処理額 381百万円 220百万円

簡便法で計算した退職給付費用 2百万円 3百万円

確定給付制度に係る退職給付費用 1,459百万円 1,351百万円
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当連結会計年度（自 2022年４月１日 至 2023年3月31日）

（単位：百万円）

 報告セグメント

合計
 

エンジニアリング
ソリューション事業

エンジニア
紹介事業

エンジニア派遣 107,627 － 107,627

エンジニア紹介 － 1,622 1,622

その他 9,818 － 9,818

顧客との契約から生じる収益 117,446 1,622 119,069

外部顧客への売上高 117,446 1,622 119,069

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は「（連結財務諸表の作成のための基本となる重要な事項）３．会計方針に

関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。

 

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末

において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

(1)契約資産および契約負債の残高等に関する情報

契約負債は、主にエンジニア派遣サービス契約における顧客からの前受金であります。

契約負債の残高は、「（連結貸借対照表関係）」に記載のとおりであります。

(2)残存履行義務に配分した取引価格に関する情報

当社グループは、個別の予想契約期間が１年を超える重要な取引はありません。また、顧客との契約から生じる対

価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社メイテック(E04804)

有価証券報告書

72/99



４. 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：百万円）

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 107,246 119,137

セグメント間取引消去 △105 △68

連結財務諸表の売上高 107,140 119,069

 

（単位：百万円）

利益 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 12,817 16,462

セグメント間取引消去 0 －

連結財務諸表の営業利益 12,817 16,462

 

（単位：百万円）

資産 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 81,604 84,590

セグメント間取引消去 △13 △14

連結財務諸表の資産合計 81,590 84,576

 

（単位：百万円）

その他の項目

報告セグメント計 調整額 連結財務諸表計上額

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

減価償却費 550 411 － － 550 411

有形固定資産
及び無形固定
資産の増加額

267 203 － － 267 203
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（２）【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高（百万円） 28,632 58,029 88,696 119,069

税金等調整前四半期（当期）

純利益金額（百万円）
3,740 7,635 12,447 16,537

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益金額

（百万円）

2,370 5,107 8,490 12,252

１株当たり四半期（当期）純

利益金額（円）
29.58 63.74 106.15 153.87

 

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益金額

（円）
29.58 34.16 42.45 47.90

（注）当社は、2022年７月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首

に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

        (単位：百万円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
 

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

 
繰越利益
剰余金

当期首残高 5,000 1,250 4,895 6,145 33,683 33,683 △6,159 38,670

当期変動額         

剰余金の配当     △5,278 △5,278  △5,278

当期純利益     8,051 8,051  8,051

自己株式の取得       △3,404 △3,404

自己株式の消却   △2,528 △2,528   2,528 －

当期変動額合計 － － △2,528 △2,528 2,772 2,772 △875 △631

当期末残高 5,000 1,250 2,367 3,617 36,456 36,456 △7,035 38,038

 

    

 評価・換算差額等

純資産合計
 

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △662 △662 38,007

当期変動額    

剰余金の配当   △5,278

当期純利益   8,051

自己株式の取得   △3,404

自己株式の消却   －

当期変動額合計 － － △631

当期末残高 △662 △662 37,376
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　　　　　本吸収分割契約承認取締役会　　　　　　　2023年５月11日

　　　　　本吸収分割契約締結　　　　　　　　　　　2023年５月11日

　　　　　本吸収分割契約承認定時株主総会　　　　　2023年６月22日

　　　　　本吸収分割効力発生日　　　　　　　　　　2023年10月１日（予定）

 

　　　(2) 本吸収分割の方式

　　　　　当社を吸収分割会社とし、分割準備会社を吸収分割承継会社とする吸収分割を行います。

 

　　　(3) 本吸収分割に係る割当ての内容

　　　　　本件分割に際し、株式会社メイテック分割準備会社は、株式の割当てその他の対価の交付は行いません。

 

　　　(4) 本吸収分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

　　　　　該当事項はありません。

 

　　　(5) 本吸収分割により増減する資本金

　　　　　本吸収分割による当社の資本金の増減はありません。

 

　　　(6) 承継会社が承継する権利義務

　　当該吸収分割により、承継会社は、当社との間で締結した2023年５月11日付の吸収分割契約に別段の定めが

あるものを除き、効力発生日において承継する事業に関する資産、債務、雇用契約、その他の権利義務を承継

いたします。

 

　　　(7) 債務履行の見込み

　　当社は、本件分割後に予想される当社及び承継会社の資産及び負債の額並びに収益状況について検討した結

果、本件分割後の当社及び承継会社が負うべき債務につき、履行の確実性に問題はないものと判断しておりま

す。

 

３．本吸収分割の当事会社の概要

　　　(1) 分割会社

　　　　　名称　　　　　株式会社メイテック

　　　　　所在地　　　　名古屋市西区康生通二丁目20番地１

　　　　　代表者　　　　代表取締役社長　國分　秀世

　　　　　事業内容　　　エンジニアリングソリューション事業

　　　　　決算期　　　　３月末

　　　　　資本金　　　　5,000百万円

　　　　　純資産　　　　37,056百万円

　　　　　総資産　　　　68,219百万円

 

　　　(2) 承継会社

　　　　　名称　　　　　株式会社メイテック分割準備会社

　　　　　所在地　　　　神奈川県厚木市森の里青山15番１号

　　　　　代表者　　　　代表取締役社長　國分　秀世

　　　　　事業内容　　　エンジニアリングソリューション事業

　　　　　決算期　　　　３月末

　　　　　資本金　　　　800百万円

　　　　　純資産　　　　1,000百万円（2023年４月３日設立現在）

　　　　　総資産　　　　1,000百万円（2023年４月３日設立現在）
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財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結

論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外

事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい

るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計

事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

 

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項

を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されて

いる場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合

理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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